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小作争議の府県パネルデータ分析

- 1915-29年日本の労働市場と農業再編

有 本 寛 ･坂 根 嘉 弘

本稿の課題は,第一次大戦後における′ト作争議発生の要因を,農外労働市場の拡大を起

点に,農業労働力の流山や農地の再配分を通して生起する農業再編も視野に入れつつ,府

県パネルデータを用いて定量的に検証することにある｡従来の′ト作争議をめぐる議論で

は,機会費用論を検証することになる｡府県パネルデータによる定量分析の結果,労働市

場の拡大が,荏)米作付率の低下,メ(参小作争議の発生,③小作料の下落,を促したことを確

認した｡このことは,労働市場拡大による農薬在官の機会費用の高まりが,農業労働力流

出を促し,ノト作地常葉の低下と小作料の下方調整圧力となったこと,この点地流動化によ

る小作料調整の摩擦が小作争議として表面化したこと,そうした摩擦を伴いつつ,長期的

には小作料の下落によって農地の再配分が進み,中農標準化やEl作専業化という虚業の再

編が進行したこと,と理解できる｡本稿の研究史上の貢献は.(彰従来記述資料により主張

されてきた労働市場と小作争議との関連性を,府県パネルデータを用いて定量的に検証し

たこと,(参労働市場と小作争議 ･中農標準化 (農業再編)を統合的に把撞したこと,であ

る｡

はじめに

第一次大戦後の日本では,農地の約 5割が貸借 され,農家のうち約 7割が少なくとも軽骨面積
lい

の一部を借 り入れてお り,農地貸借市場は高度に活性化 していた｡ ところが第一次大戦後,小作

料や小作地の貸借権などを巡る′ト作争議が全国で多発 して社会問題化し,農地市場は動揺する｡

小作争議がなぜこの時期に,どのような理由で発生 したのかは,多 くの虚業史 ･経済史家の関心

を集め,優れた事例研究が蓄積 されている｡本稿はそうした蓄積に,府県 レベルの定量的な検証

を加えるものである｡

本稿の課超は,小作争議がなぜこの時期に, どのような理由で発生 したのかを,農外労働市場

の拡大 と農地市場の連関のなかで,定量的に検証することにある｡′ト作争議そのものは,農地貸

借市場における地主 ･小作農間で発生するため,その発生繁因の直接的な解明には,農地市場の

性質や契約の内容,交渉過程をミクロレベルで明らかにする必要がある｡ しかし,本稿は分析の

範囲を広げ,農業を取 り巻 く外部環境 との関わ りを重視 し,第一次大戦を起点とした労働市場の

* 本稿の執筆にあたって,東京大学大学院農学生命科学研究科応用経済学セミナー (2007年5月11日)

並びに第76匝l社会経済史学会全国大会 (創価大学,2007年5月26日)の出席者から賀重なコメントを頂

いた｡また,伊藤順一氏 ･松本武祝氏 ･岡崎曹二氏 ･大門正克氏からは個別に意見を頂いた｡本誌レフェ

リ-には,きわめで有益なるコメントを頂戴した｡記して感謝したいO

注 (1) 加用信文監修 r日本農薬基礎統計｣農林統計協会,1977年によれば,1920年の小作地率は

46.3% (田.51.7%,畑 .40.8%),自小作 ･小作農家比率は693%である｡
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拡大という,いわば′ト作争議が発生する前提条件ないし社会経済的 ･歴史的な背景をマクロ的に

捉えることで,経済発展という歴史的な過程のなかで小作争議を把握していきたい｡

本職は,第一次大戦から1920年代の農薬部門にみられた,中農標準化などの農業再編の過租

と小作争議の多発が,労働市場の拡大を起点として有機的に進行したと考える｡労働市場が拡大

し,貸金の上昇と雇用横会の増大が進むと,農家の農業経営の機会費用が高まる｡すると,農家

は労働力を農外部門へと配分し,農業部門 (特に小作部門)を縮小するため,′ト作地が返還 ･放

出され,農地市場における小作地需要が下がり,′ト作科も低下する.この小作料の調整過程で摩

擦が生じたときに,小作争議が発生する｡一方,′ト作料が十分下がれば,農業経営の横余栄用に

見合うだけの農業収益を得られるようになり,なかには′ト作地を集積して規模を拡大する農家が

現れる｡このような,大規模経営の縮小と,小規模経営の規模拡大が重層的に進行し,中規模の

農家が実数 ･比率ともに主菰となる農業再編の過程が中農標準化である｡本箱は,こうした一連

の過程について,府県レベルのパネルデータ (以下,｢府県パネルデータ｣)を用いて定最的に分

析し,労働市場の拡大が (1)米作付率の低下に見られる農業の衰退につながったこと,(2)′ト

作争談を発生させたこと,(3)′ト作科の下落を促したこと,を示す定量的な証拠を発見した｡

従来の小作争議発生についての研究史は,大きく2つに分けることができる｡第1は,小作争
(21

議を農民的小商品生産と地主的土地所有との矛盾という視点から捉える伝統的見解である.第2

は,労働市場との関連を重視する見解である｡前者の ｢農民的小商品生産｣論は,(1)そもそも

｢農民的ノト商品生産｣なる概念の内容が明確でないこと,(2)それを農業生産力向上と農産物商

品化の進展,あるいは商業的農業の発展と理解したとしても,それが何故′ト作争議発生につなが

っていくのか,その論理的展開が不明であるという根本的な難点をもっている｡後者の労働市場

との関連を重視する見解は,曙唆衆三の ｢費用価格｣(｢C+Ⅴ｣)論に代表される｡曙峡は,ノト

作経営における ｢襲用価格｣(｢C+V｣)の形成過程を労働市場や農産物市場を基準に歴史段階
りl

的に捉え,′ト作農民の価値 (｢Ⅴ｣)意識化の過程として小作争議を杷接した｡この曙唆 ｢費用価

格｣論がながらく通説的な位置をしめてきたのであるが,坂根義弘はこの ｢費用価格｣論がマル

クス主義経済学 (いわゆる ｢正統派｣)特有の価値レベルの議論をつよく合意していることを批

判し,価値次元から価格次元に耗化して,小作争議を横全費用として理解すべきことを主張し
(l)
た｡したがって,小作争議を本来あるべき社会的な ｢V｣水準Bl復運動と理解した降嫁 ｢費用価

格｣論に対して,坂根 ｢機会費用｣論は代替的雇用横会で得られる最善の収益である横全費用の

獲得として′ト作争議を理解したのである｡本箱では,このうち,｢機会費用｣論について府県レ

ベルの定量的分析を加えたい｡｢農民的′ト商品生産｣論については,上記の根本的錐点のほかに,

商品化の変数を府県間 ･時系列に取り難いこともあり,定量的分析にはなじまないため,本箱で

注 (2) 栗原百寿 ｢農業危機の成立と発展｣rEI本帝国主義講座1日EI書院,1949年 (r栗原百寿著作集第

三巻 農業危倭と農業恐慌J校倉啓房,1976年として復刻);西EE]美Pg｢′ト農軽骨の発展と小作争

謙｣r土地制度史学1第38号 (1968年1月)など｡

(3) 呼吸衆三 r日本農薬問題の展開J上,東京大学出版会,1970年O

(4) 坂根弟弘 ｢r農民的小商品生産j概念について｣r歴史学研究J第608号 (1990年7月)｡
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(5)
は検討しない｡

これらとは別に,宮本又郎とコウゾウ ･ヤマムラは,全国および東西日本の地域別の時系列デ
(6)

ータを使って小作争議の ｢激化度｣を回帰した定量分析を行った｡この研究では,それまで個別

具体的な分析から捷示されていたさまざまな争議の発生要因を定量的に検証し,その一般性を評

価した点に特徴があるOこのことは,マクロ経済環境の変化のなかに小作争議を位置づけるうえ

での重要な貢献といえようOしかしながら,全国および東西El本の地域別データを利用している

ことから,分析の単位があまりにも広いという問題点があった｡本稿ではその難点を解決するた

めに,府県レベルのパネルデータの分析を行い,より精度の高い分析を行った｡

本稿の貢献は,第 1に,これまで記述資料に基づき,個別事例ごとに論証されてきた労働市場

と小作争議との関連の一般性を,府県パネルデータを用いて定量的に検証したことであるO全国

もしくは束西日本の地域別データを用いた宮本 ･ヤマムラ分析よりも詳細な府県パネルデータを
(7)

用いることで,府県ごとの特性を反映した,より精度の高い分析が可能となる｡

第2は,これまで労働市場と中農標準化 ･′ト作争議それぞれの間の関係性については指摘され

てきたが,本稿では小作争議を労働市場の拡大を起点とした農業再編の一局面として,それらを

統合的に位置づけたことであるOこのような枠組みによって,小作争議を経済発展というより大

きな文脈で捉え直すことができるO経済発展の過程では労働市場の拡大という社会権清的な変化

が一般的に観察されるが,それに呼応 して農業部門の土地 ･労働市場がどのように機能し,結果

としてどのような資源の再配分がなされ,農業がどのように再編されるかは,その後の産業とし

ての農業のあり方や,農業がおかれた社会経済環境の性質を理解するうえで重要である｡

本稿の構成は次の通りである｡次節では,労働市場の拡大に対して農家がどのように対応する

かを理論的に考察する｡第2節では,屋外労働市場の拡大を定量的に把握し,そうした労働市場

の拡大が農業の軽視と農地需要の低下につながったことを資料を用いて示す0第3節は労働市場

の拡大と小作争議の発生,および小作料との関係を府県パネルデータを用いて分析する｡最後

に,議論と結果を要約するD

l 労働市場の拡大と農家行動

本節では,労働市場の拡大に対 して,農家がどのような労働力配分の対応を行い,その結果,

どのような土地の再配分が起こり得るかをミクロ経済学的に考察する｡

注 (5) ただし,米価の動向との関連では一部検討しうる点もあるので,それについては,後述したい｡

なお,坂根 ｢横会費用｣論がでるまでは,′ト作争議を論じた多くの論稿が ｢費用価格｣論を採用し

ていたが,かつて ｢費用価格｣論で立論していた論者も近年では ｢機会費用｣論に転じるなど,局

近では ｢費用価格｣論にたつ論者はみられなくなった｡本稿で,｢機会費用｣論に焦点を絞る理由

の一つである｡

(6) 宮本又郎,コウゾウ.ヤマムラ ｢両大戦間期′ト作争議の数量分析への-試論｣中村隆英編 r戦間

期のEl本経済分析j山川出版社,1981年｡

(7) 府県パネルデータは,小作争議件数や非農家率等の情報を横断面 (府県ごと)と時系列方向 (午

次ごと)に備えているQ府児固定効果を用いて.同一府県内の時系列方向の変動を分析に利用する

ことにより,時間を通じて不変である各府県固有の特性をコントロールすることが可能である｡
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(1) 農家の労働力配分モデル

農業部門と農外部門の 2つの経営部門を持ち,効用最大化を目的に各部門に固定の総労働力を
(A) (9)

配分する農家を考える｡農家の効用は,総所得 (農業所得 +農外所得)と農家存続の規範に表れ

る規範的要因によって構成されると仮定するO規範的要因は,当時家制度が色濃 く残ってお り,

家名 ･家産 ･家業の存続を志向する規範に基づき,家産である農地を耕作することで家業である

農業を継続するという行為に一定の価値が置かれていたことを考慮するものである.具体的に

は,農家としてより多 くの耕地を耕作するという行為から,規範的 ･心理的な効用を得ると仮定
､トヽ

することで定式化する｡

簡単化のため,所有する自作地はすべて耕作すると仮定すると,農家は総労働時間の2つの部

門への配分と,借 り入れる/J､作地面積の調整によって,効用最大化を達成する｡農家の最適化問

題は,

maxu b,AO,AR)

S.i.y-3･fC40+AR,L)-TAN+W(L-L)

と書けるOここで,効用関数 :a(･),自作地面積 :AO,小作地面積 :AR,総所得 :y,販売米

価 :i,,面積当た り小作料 ･Y,農業部門の生産関数 :i(.),賃金 :W,農業労働時間 :i,稔

労働時間 L̀ である｡

最適化の 1階条件は,

dL=W,

J!f̂+u/u,=r

となる 仏,fAはそれぞれ労働 と土地の限界生産性を表す)01つ日の条件より,農業労働投入 L

が,限界生産物価値と賃金 Wが均衡する水準に決定され,Wが上がるとLが下がることが確認

できる｡小作地面積は2つ日の条件によって決定される｡左辺は,小作地面積を限界的に拡大す

ることの便益を表 している｡それは,農地拡大による (農業)所得の増加による便益と,耕地を

汰 (8) 本箱では ｢農家｣を自作,自小作,小作を含む農業を営む家計の総称として用い,小作地を借り

入れている農家を ｢′ト作農｣と呼ぶ｡本節の理論分析は自作,小作の区分にかかわらず農家一般に

適用されるため,ここでは ｢農家｣が分析の主体である｡

(9) 所得最大化ではなく,効用最大化をEl的とすることから,ここでの議論は農家の主体均衡を扱う

ことになる｡農家の主体均衡については,中嶋千尋 r農家主体均衡論]富民協会,1983年 ,黒崎卓

r開発のミクロ経済学1岩波書店,2001年 ;友部謙一 r前工業化期日本の農家経済一主体均衡と市

場経済-j有斐閣.2007年などを参照｡なお,主体均衡分析では,一般的に労働力の供給について

余暇を考慮するが,ここでは労働市場の拡大が小作地需要に与える影響に焦点を当てるため,簡単

化のために余暇は考えず,固定の給労働力をすべて供給すると仮定する.労働市場と農家の経営規

模の関係についてのより完備な理論分析は,TQausDeinmger,SongqulgJln,andHariK Nagarajan,

■EfnclenCyandequity1mpaCtSOfrurallandrentalrestrictions:evidence血.omhdlal,PoILCyResearch

WorklngPaper4324,WorldBank,2007を参照｡

(10) このような効用はこれまでも指摘されている｡例えば,梅村又次 r賃金 .雇用 .農業J大明堂,

1961年は ｢労働の非移動性｣についての障害として,家郷 ･家業に対する愛着,社会的地位,家族

制度,農民のメンタリティーなどを挙げている (168-171頁).また,増井幸夫 r農村労働市場の

計長分析｣大明堂,1995年も,離農に際するコストとして,｢先祖伝来の土地 (農地)を離れるに

際しての農民に固有の心理コスト｣を指摘している (53貫)0
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拡大することによる心理的な便益の和である｡後者の心理的な便益は,例えば食料を自給するこ

とや家産 ･家業を継続させることの安心感などが考えられる｡この限界便益は逓減する,つま

り,ひとたび一定の耕地を確保し,食料の安定的な自給や家業の継続にEI処がたてば,さらに追

加的に小作地を拡大することの便益はさほど大きくはないと考えてもよいであろう｡農家はこれ

らの便益が,右辺に示されるところの小作地を限界的に拡大する費用,すなわち小作料と均衡す

る水準に小作地を決定する｡

賃金 Wの上昇は直接的には小作地需要ARに影響しないものの,生産関数上,土地と労働が補

完的であれば,Lの減少に伴って土地の限界生産性F,も小さくなるため,2つ日の条件から小作

地需要AHも下がるoLたがって,賃金Wの上昇は間接的に小作地需要ARの需要を低下させる｡

ただし,農家存続の規範からの効用 (小作地を耕作することから得る効用)だけ,小作地需要の

低下に歯止めがかかる｡つまり,小作地を追加的に借り入れることの経済的な機会費用は小作料

γであるが,耕作そのものからも効用を得るため,実質的な横全費用は小作料からこれを差し引

いたr-iL/a,となるのである｡

以上の分析から,(1)農外賃金の上昇は農業労働力の流出と小作地需要の減少を促すが,(2)

各農家が持つ農家存続の規範によって,その減少には帽が生じる,ことが示された｡

(2) 小作料の調整と小作争議

前項の分析のように,第一次大戦期からの貸金の上昇が小作地需要の減少を促したとすれば,
lい

農地市場では小作料が下落調整されるであろう｡小作料の下落調整が円滑に進めば小作争議は発

生しない｡また,仮に小作料が十分下がらなかった場合でも,小作農は理論的には,ただちに小

作部門を縮小して有利な慮外部門へ労働力を配分すればよいはずであり,そのときはやはり争議
(12)

は発生しない｡したがって.労働市場の拡大を背景とした小作地需要の変化が,′ト作争議の発生

へと接続されるためには,もう一段の推論を挟むことが必要となる｡

労働市場の拡大が小作争議の発生を促す重要な要因のひとつは,農外部門が経済的に有利化す

るにつれて農業縮小の誘因が高まる一方で,先に述べたような農家存続の規範が安易な離農を戒

め,農業や農地へ執着させたからだと考えられる｡

労働市場の拡大を受けて,小作農は土地返還をちらつかせて小作料減額を要求した｡しかし,

小作料を下げなければ土地を返還するという脅しは農家存続の規範により,信悠性がなかったO

その際の小作農の見かけ上の機会費用は,′ト作経常の代わりに労働市場で得られる貸金であり/ト

作料であったが,実際には農家存続の規範から生ずる効用上の心理的な費用が存在したと考えら

注 (ll) 中嶋 r農家主体均衡論J(244頁)は,農地市場に適当な仮定をおくことで,賃金の上昇が地代を

低下させることを理論的に示している｡

(12) 争議が多発するかわりに土地返還が進行した事例としては,神奈川県が挙げられる (平野正裕

｢神奈川県の′ト作争議-1920年代-30年代の耗計処理にもとづく傭轍-｣r横浜開港資料館紀要｣

第13号 (1995年3月);八田恵子 ｢都市近郊の小作争議と小作地返還-1920年代前半の神奈川県,

横浜周辺を中心に一｣横浜近代史研究会･横浜開港資料錯綜 r横浜の近代一都市の形成と展開-1

日本経済評論社,1997年)｡その背景には,造船業の発達や震災復興による労働市場の急拡大があ

ったO

(531) 69



れる｡小作農が小作経営を縮小 して慮外賃金を得るときには,家業を縮小するという費用を伴う

ため,小作農の真の機会費用は賃金や小作料から家業縮小の効用上の損失を引いたものであり,
(13)

実際は家業を維持する効用分だけ小作料を上乗せ して払ってもよいと考えている｡もっとも,こ

のような其の機会費用は私的情報であり,当事者以外は観察が困難であった.同じ農村生活者と

してこのことをある程度感得 していた地主は,容易には小作料の減額を受け入れず,小作農が農

家存続規範に照らして離農しない範囲で許容する,ぎりぎりの小作料水準を探るべ く摩擦的な小
(14)

作料交渉を展開し,それが,小作争議として発現するのである｡

2 労働市場の拡大と農業の衰退

(1) 労働市場の定量的把撞

第一次大戦による大戦ブームとその後の戦後景気により,労働市場は急拡大 した｡労働市場の

急拡大は農村を巻き込んで展開し,都市近郊から始まった ｢農民ノ職工化｣を全匡‖こ押 し広げて
(15)

いった｡労働条件は改善され,1918年の米騒動後は実質賃金も上昇 したoこの第一次大戦を契

機とした労働市場の急拡大が,農業の衰退と再編を促すことになる｡

本稿では,慮外労働市場の拡大を定量的に把握する指標 (労働市場変数)として ｢非農家率

(非農家戸数/現住戸数)｣と ｢兼業農家率 (兼業農家戸数/農家戸数)｣を用いる｡ここで,非

農家戸数は現住戸数から農家戸数を差 し引いたものである｡非農家率の増加は,域外からの流入

や脱農によってもたらされ 農外労働市場の拡大を反映すると考えられる｡兼兼農家率の上昇

ち,兼業が農外就業を反映しているならば,労働市場の拡大を表すoデータは,現住戸数は農商
(16)

務省 r農事統計表｣を,農家戸数 ･兼業農家戸数などは r都道府県農業基礎統計Jを用いた｡い

ずれも前後の年や合計値との甑歯がある場合には,もっとも適当と思われる数億に修正 した｡

図1で,両指標の北海道と沖縄を除く全府県の動向を確認 しよう｡非農家戸数は関東大震災が

注 (13) 同様に,地主にとっての地主経営の機会費用は,小作地を売却した資金を代替投資機会に投資し

て得られる利回りである｡しかし,それには家産の売却という費用を伴う｡したがって,地主の其

の機会費用は,代替投資機会の利回りから家産売却の効用上の損失を引いたものであり,家産を維

持できる効用分だけ,代替機会の利回りよりも小作料を下げてもよいと考えている｡

(14) 戦前日本にはさらに,農地市場の価格メカニズムを撹乱する業Elとして,農家の生存を保障し,

モラル･エコノミーを維持することを目的とした,｢村｣による小作料の規制が存在した｡それは,

小作料の上限を規制し,そのもとで ｢村｣並の小作料相場が実現した｡そのような ｢村｣並みの小

作料への収蝕は,それが生存保障を制約条件とした上限小作料ではなく,小作地需給の均衡小作料

であれば,市場メカニズムによる調整と理解できる.しかし,小作料の下落局面では,小作農の生

存保障の制約条件が有効になることはないため,以下の分析では特に留意する必要はない (もし親

制が発動するとすれば,地主の生存保障のために,小作料の下落を制限する)C

なお,一般的に農家存続の免範から生ずる効用は,労働市場の拡大に伴う所得の向上によって変

化する｡このことは理論的にはu/u,が所得yの関数であることから言えるが,直観的には例えば,

食料を自給することや家産 ･家業を継続させることの安心感から得る効用は所得の向上に伴って減

少すると想定されることからも理解できよう｡しかし,こうした変動は私的情報であるため,それ

を探る過程には摩擦が生じやすいであろう｡

(15) 武EE]時人 ｢労使関係｣大石轟一郎編 r日本帝国主義史IJ東京大学出版会,1985年O

(16) 加用信文監修 r都道府県農業基礎統計｣農林統計協会,1983年0
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起きた 1923年を除き,一貫 した

スピー ドで増加している｡これに 160

対して稔農家戸数は,約 550万戸

でほぼ一定しているo兼業農家戸

数は1920年まで低下して反転し,

1924年を期に再び減少するOこ

のような兼業農家戸数の動きと労

働市場との関係は必ずしも明らか

ではない｡しかし,表 1に示すよ

うに,1915-1929年の府県パネ

ルデータを用いて,府県ごとの時

系列方向の変動を説明する固定効

果推計からは,｢自作戸率 (自作

戸数/農家戸数)｣が上がると兼

業農家率が有意に下がるという結

果が出てお り,1924年以降の減

少の一部は農家の自作専業化を反

映しているようである｡

非農家率と兼業農家率は,労働

市場の拡大について就業機会を捉

えているが,賃金水準も密接に反

映しているのだろうかO賃金の府

県パネルデータは得 られないが,
(17)

1922年については帝国度会調査

の各種農業賃金が府県別で得られ

るため,相関を検証することがで

きた｡労働市場変数と賃金の相関

係数行列を示 した表 2によれば,

｢脱農率 (1917-22年の間の農家

戸数の変化率)｣および非農家率

と農業賃金の間には,おおむね有

意な正の相関がみられる｡しかし,

図 1 非農家･耗農家.兼業農家戸数の推移

1915 192019251930

注)北

海道･沖縄を除く｡1915を100とした相対値｡脚洲

仰洲洲 1915

1920注)実数 (1(伽 戸) 1925

1930

蓑1 兼業農家率の固定効果推計 (191

5-1929年)被説明変数

:兼業農家率 (%)(1)全府県 (2)近畿 (3)東北

自作戸率 (%) -0254

(0107)■●自小作戸率 (%) 0094

(0104)定数項 35074 -0637

0148(0215)叫' (0852)0011 -0930

(0146) (0637)56307 60

158(620 2)''' (9561

)I+' (43414)N 703 90

90府

県数 47 6 6R2 004 0.32

0.09括弧内は標準誤差｡',叫,''':10%,5%,10/o水準で

有意｡兼業農家率については,稲作期の貸金などとの間に正の相関がみられるものの,全

体的には明確な相関関係は確認できない｡この結果から,非農家率と兼業農家率が労働市場の拡大を反映しているとすれば,両者の間には何らかの質

的な違いがあるもの注 (17) 帝国度会 ｢農業雇労働調査 (-)～(五)｣r帝Bl農会報113-10,ll,



衰 2 労働市場変数と農業貸金の相関係数 (府県レベル,1922年)

脱農率 非農家率 兼業農家率

争謙指数

土地返還率 (1922年)
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注) 牧察単位は都道府県｡

と考えられるO

以上のように,労働市

場の拡大を把捉する変数

として,資料上は非農家

率 と兼業農家率を作成で

きる｡ しかし,兼業農家

率については,(1)｢兼

業｣の定義が不明である

こと,(2)同一府県内で

時系列方向にみる場合に

は,労働市場の拡大を反

映する一方で,自作化傾

向か ら負 の影響 を受 け
()8)

る, という問題がある｡

専業 ･兼業の区別が明確

土地返還率はu]畑返還iEE積 (1922年)のD]畑/J､作地面積 (1921年)に対 に意識され調査 されるよ

する比率｡

脱炭率は 1917-22年の農家戸数変化を1917年の農家戸数で除したもので

あるO

出所) 土地返還.帝国農会 r調査免報｣第1輪.1922年｡

貸金 帝国農会 ｢農業雇労働調査 (-)-(五)｣r帝国農会報J13-10.ll,

142,3,4,1923-1924年｡その他 加用信文監修 ｢都道府県農業基礎

統計｣農林統計協会.1983年.

うになったのは, 1938

年の農林省による r全国

農家一斉調査｣以降であ
(t9)

った｡それまでは専兼業

区分には何 ら明確な統計

的規定は与えられておら
(20)

-ず,｢多分にその地方の通念によって調査が行われていた｣のである｡すなわち,兼業の定義は,

府県によって農家の副業が異なり,何を兼業 とみなすかが相違する一方で,同一府県内では,副

業形態はそれほど変わらないと考えられるo Lたがって,同~帝県内に声ける時系列方向の定義

の変更は大 きくないであろう｡つまり,兼業農家率は府県間での比較は困難であるが,自作化傾

向の影響を無視すれば,府県内の時系列方向では比較可能であろう｡そこで,以下では主に非農

注 (18) ｢農家｣の定義についても変遷がある可能性が否定できないO使用している r都道府県別農業基

礎統計Jの原資糾 i:r農事統計表｣であるが,加用信文民によると,戦前の虚業統計における農家

の定義は,伝統的な ｢生業として農業を営むもの (世帯)｣という規定であったが,その解釈に幾

度かいろいろの表現を装いながら,結局具体的に如何にして農家を把握するかについての実践的な

規定は確立されず,最後は実際の調査に当たる調査員の ｢虚心坦懐の判断にまつ｣というのが常で

あった (加用倍文 ｢農業センサスにおける農家の定義｣r農業籍合研究]第9巻第1号,1955年 1

札 2頁)｡とはいえ,これを調整する術はなく,同一資料内での定義の変遷であるため,耗計分析

上は誤差として扱って差し支えないであろうO

(19) 農林大臣官房統計課編纂 r我が匡Ⅰ農家の統計的分析一昭和 13年9月1日全国農家一斉調査報

告一J1941年｡

(20) 加用信文 ｢農家兼業の概念｣r農業総合研究]第9巻3号 (1955年7月),53貫.
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家率に注ElL,兼業農家率については.特に府県間で比較する場合には,参考准度にとどめるこ

とにしたい｡

(2) 横全費用の鹿貴の影響

労働市場の拡大は,第 1節第 1項で示したように,理論的には農業労働力の流山と農地需要の

低下をもたらす｡ここでは,記述資料に基づきその実態を確認しておきたい｡

農商務省 r小作争議二閑ス)I,調査 (大正 11年)｣(1922年)は,小作争議の原因や実態を府県

レベルでとりまとめた調査であるが,そこには労働市場の拡大が農業経営の機会費用を高め,小

作争譲の発生の遠因となったことが記されている (表 3)｡その記事によれば,副菜や商工鉱業

が盛んとなり,貸金が高騰,農業の利益が相対的に不利化し,副菜や農外-出稼ぎに出る者が増

加するなどして,農業労力が不足し,農業を軽視,農業を棄てる小作農が続出し,その結果,小

作料交渉においても小作人の交渉力が強まるといった事態が観察された｡小作人は不作を契機に

小作料減免を要求するものの,それは ｢偶々′ト作人ノ主張二動穫ヲ与へタルニ過キ｣ず,其意は

｢農業其ノモノカ他ノ職業二比シテ利益甚夕少シトノ観念｣にあった (愛知県)｡神奈川県では,

′ト作経営が不利化し,｢昔ヨリノ情誼二線マレ義理ニ′ト作シ居レハ自己ノ生剖樹タストナシ漸次

土地返還ヲナス｣者が続出して,土地返還が進み,地主は返還された土地を自作しようにも労力

が足らず,｢小作料ハ何程ニテモ宜シキ故小作シ県レト無理二頼｣むという事態に至っては,小

作料決定の交渉力が小作農側に完全に移転している｡

労働市場の拡大に伴って小作農は小作地を速遺し,労働力をより有利な慮外労働市場へとシフ
(21)

トさせていった｡土地返還の面街と理由が判明する帝国農会による1926年度の調査によれば,

返還面積の約半数 (47.2%)が ｢土地所有権者移動｣であるが,約4分の1(24.2%)は ｢収支
(22)

不仮｣,｢転業｣,｢離村｣,｢経営労力ノ変動｣などの機会費用の高騰を理由とした く表 4)Oこの
t23) (21)

ような事態については,大阪府や神奈川県などで個別研究がある｡

こうした労働市場の拡大は,兼業や副業を通しでも農家行動に影響を与えるようになる｡農商

務省農務局 r地方別菜主任者会議要録 (大正十年九月開催)j(1922年)からは,第一次大戦期

の好況に支えられた副業の好調が,農業に支障を来していたことが判明する (表5)｡以上のよ

うに,第一次大戦采の労働市場の拡大は,農家の労働力の配分を変え,農地需要の低下を招き,

農業の再編を促したのである｡

労働市場の拡大や副業の好調が農業本業に支障を来したことは,｢米作付率 (米作付面積/田

面積)｣を指標に定量的に検証できる｡米作付牢の低下は農薬の相対的な不利化による耕作放棄,

ないしは農薬の軽視の傾向を反映していると考えられる｡表6に,1915-29年の期間で,米作

注 (21) 帝国度会 r大正十五年度小作地返還面積こ関スル調査11929年｡

(22) 軽骨労力の変動には,労働力の一部を農外に放出するものと,ライフサイクルによるものが考え

られる｡ここでは前者を重視して,機会費用的な要因に含めた｡

(23) 田崎宣義 ｢都市化と小作争議一都市発展説序説-｣r一橋大学研究年報社会学研究J第26号

(1988年)｡

(24) 平野 ｢神奈川県の小作争鼓｣;八田 ｢都市近郊の小作争議と小作地返還｣｡
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表3 農商務省 r小作争議二関スル調査｣(大正11年)にみる横会辛用争議

府県名 紀 串 tl t-

出典静 岡 浜名都芳川村 共ノ1

福 間 AJ
lA,原

因｣より大 分

其ノ1ル原田

｣より京 都 ｢三 紛争 ノ圭ナ 其ノ2
ル原因

｣より京 都 殺音郡有智梅村 其ノ2

大 阪 ｢- 府下一般ノ 其ノ2

状況｣よ

り神奈川 ｢- 紛争ノ沿革

｣より 井ノ2

神掛 l 並 ニ紛争地方及

其ノ範

囲｣より 井ノ2兵 髄 ｢- 紛争ノ沿革｣

より 英ノ2埼 玉 ｢三 紛争ノ主ナ XJ2

栃 木 ｢- 紛争ノ沿革

｣より 井ノ2

愛 知 r三 傾国｣より

其ノ2山 梨 ｢三 紛争 ノ主ナ

其ノ2ル原因｣より岐 阜 上り

井ノ2石 川 其ノ2和歌山 ｢- 争議ノ沿革｣より 其ノ2

濠 は 速智部 E!



付率を労働市場変数で回帰 した固定効果推

計の結果を示す｡府県内の時系列変動につ

いてみた推計式 (1)～(3)では,非農家率

や兼業農家率の係数が負であ り,特に前者

では有意であることか ら,米作付率低下の

一因に労働市場の拡大があったといえる｡

同様の傾向は,年次を固定 して府県間の変

動についてみた推計式 (4)～(6)の推計結

果において,非農家率が高い府県ほど米作

付準が低いことからも確認できる｡このよ

うに,労働市場の拡大は農業の衰退 と軽視

を招いたのである｡

蓑4 原Eg別土地返還面積 (1926年)

原 田 両横 (rr) 割合 (%)

小作争議

小作料値上

収支不備

転業

稚村

経営労力ノ変動

軽骨方法ノ変更

地目変換

/ト作地関係

土地所有権者移動

其他

i･･･.'
i

Z

:I-
言

･.I
;'
･1･

..
'｡

合計 1189974 1(泊0

注) 原因が判明しない大分県を除く.期間は,

1926年6月～1927年5月末｡

出所) 帝国点会 r大正十五年度小作地返還面積二閑

スル萌査11929年｡

表5 農高携省 r地方副業主任着金Ld筆鋒Jにみる副業と農業の関係

府県 記 事

頁大阪 各種別業ノ経営ニヨリ多大ノ利益ヲ得女子 ト錐一日一円乃至二円ノ収得易々タルモノアリ殊ニ硝子

37悪影響ヲ及ホサントス

ル傾向ヲ示シ栃木 (撚糸)大正七年下半期ヨリ九年二月頃迄好況ヲ継競セリ就中八年下半期ハ井最盛期ニシ
テ一

日貸金 63福岡 大正四年以来北九州ニ於ケル鉱工業ノ発達ハ労働者ヲ迎フルコト甚急ニシテ其労tb貨銀地ニ比シ高 168牢ナJI,為工場附近ノ農村ハ元ヨリ遠ク筑後地方ノ農村ヨT)出穣スル者多数

二上リ農薬経営上支障ヲ来ス出所) 農商務省農務局 r地方副薬主任者会談要殺 (大正十

年九月開催】1922年｡表 6 米作付率の面定効果推計 (1915-192

9年)被説明変数 米作付寧 (%)(1)府県内 (2)府県内 (3)府県内 (4)府

県間 (5)府県rq (6)府県間非農家戸数 (%) -0118 -0123 -00

44 -0044(0024)岬 ' (0025)''● (0007)'事●

(0007)'''兼業農家戸数 (%) -0034 -0035

0028 0001(0029) (0030) (

0016)● (0016)定数項 102.376 98410 103625 99329

96565 99.299(1012).'' (0873)●- (1_474)… (031 1)事叫 (04

94)●'' (0507)…N 696 703 695 696

703 695府県致 4

7 47 47年次数

15 15 15R2 003 0(氾 0.04 005 000

005括弧内は標準誤差｡●,吋,●~:10%,5%,



図2 A外貨金と農業所得の比率

08

07

06

05

04

(3) 横会費用の動向

農業経営の機会費用が高く,農業労働力

の涜出が予想 されるのはいつごろだろう

か｡農業労働力の流出と′ト作地需要の低

賃金/農薬租収入 下,そして小作争議の発生が見込まれるの

貸金/農業所得

1915 1920 1925 1930 1935 1940

は,労働市場における貸金所得が農業所得

よりも相対的に高くなるときであるO図2

は,貸金と農業所得との比率の推移を示 し

ている.賃金の指標としてここでは r長期
(25)

経済統計 8 物価jの ｢農業日雇賃金 (男)｣

を採用し,農業所得は ｢農業粗収入｣(r長
(261 L27)

期経済統計9 農薬｣の ｢農業生産額｣を r日本農業基礎統計｣の農家戸数で除したもの)と
tz81

r農業経済累年統計Jの ｢農業所得｣の2系列を利用する (前者は農業経営費を除いていないこ

とに注意)｡なお,ここでの目的はあくまで,どの時期に横会費用争議が相対的に発生しやすか
(29)

ったのかを把握することであり,屋外貸金と農業所得の相対比の時系列変化に注目するo

図2によれば,｢農業粗収入｣系列の貸金 ･農業所得比はおおむね 1921年から1932年ごろま

で高位で推移しており,この時期に機会費用争議を想定できそうである｡一方,｢農業所得｣系

列は,1931年以降は ｢農業租収入｣系列とほぼ平行に推移するものの,1920年代は低めである｡

これは,r農家軽済調査Jの農業生産額が農家当たり農業生産額よりも高めに推移しているから

である｡その要凶は,1920年代の農家経済調査対象農家戸数がかなり少なく,かつ階層的に上

層に偏っていたためと考えられる (集計農家戸数 ･その平均経営面積は,1922年 100戸,1.6

町,1925年 185戸,1.7町,1929年 219戸,1.7町,1931年 288戸,12町)｡ したがって,1931

年に農家経済調査の調査戸数が大幅に増加するまでは,この系列は安定的ではない｡1930年代

の ｢農業所得｣が ｢農業粗収入｣でみた農業所得とほほ平行に推移することからすると,1920

年代も ｢農業租収入｣でみた農業所得で貸金 ･農業所得比をみることが安当であると思われる｡

｢農業粗収入｣でみた賃金 ･農業所得比をみれば,1925年前後に米価上昇により貸金 ･農業所

得比がやや低下したのを除けば,1921年から1931年ごろまでの間に一貫して高い水準にあった

ことが理解できる｡つまり,1920年代は第一次大戦時に高騰 した賃金が高止まりするのに対 し

て,農業所得は 1920年恐慌による急落後,1925年前後を除いて低位基調にあり,その結果貸

金 ･農業所得比が高まり,横会架用争議が起こりやすい環境が形成されていた｡1930年代は世

注 (25) 大川-司･篠原三代平･梅村又次編 r長期経済統計8 物価j東洋経済新報礼,1967年｡

(26) 大川-司･藤原三代平･梅村又次濡 r長期経済統計9 農薬J東洋経済新報社,1966年｡

(27) 加用 r日本農薬基礎歳計J｡

(28) 農林省農林援済局親許情報部 r良薬経済累年統計J第 1巷,農林統計協会,1974年｡

(29) ここでは,便宜的に農業日程賃金を330倍して年間換井しており,この粕対比の絶対値自体には

意味はない｡
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界恐慌の影響で賃金と農産物価格がともに急落するが,相対的には賃金の下落の方が汲しかった

ために賃金 ･農業所得比が低下し,農業が相対的には有利化 した｡このため,1920年代に比べ

れば機会費用争議は想定しにくい状況となっている｡ただし,貸金も農業所得も共に下がったこ

とで絶対的な所得も下がり,生活防衛的な争議が起こりやすくなったといえる.

3 小作争議発生要因の定圭分析

労働市場の拡大を起点に小作地需要が下がると,′ト作料も下落すると予想される｡しかし,地

域によっては農地市場における小作料の調整がスムースに進まずに摩擦が生じ,小作争議へと発

展した｡小作争議は,1920年代と30年代で性質が異なっている｡1920年代の小作争議は西日本

に多く,農業集落を範囲とした集団的争議が主であり,小作料減額が争点であった｡また,機会

費用の高騰を受けて′ト作攻勢的であり,′ト作料水準の低落を促した｡一万,1930年代に入ると,

発生地域が東北へと移り,個別的で′ト規模な争議が多発するようになる｡土地取 り上げや小作権

を巡る土地争議が多 く,これは恐慌とその後の不況を背景とした生活防衛的な様相を反映してい

る｡小作争議の件数から言えば,1930年代中葉がピークであるが,その時期については労働市

場の拡大と機会費用の高騰に基づく説明よりは,不況や自然災害を背景にした所得の下落による

生活防衛的な説明のほうが有効であると思われる｡このことは,先の賃金 ･農業所得比の分析か
(30)

らも示唆される｡したがって,以下の定見分析では機会費用の騰貴による小作争論が広範に想定

できる時期として,第一次大戦期～1920年代に分析の対象期間を限定する｡

(1) 労働市場の拡大と小作争議

ここでは,第 1節第 1項および第2項の#_論的な検討に基づき,労働市場の拡大と争議の発生

の関係を定最的に検証する｡対象期間を,小作争論件数のデータが得られる1917年から,機会

費用の騰袋による争議が想定できる1929年までとし,この間の府県パネルデータを用いた固定

効果推計を行う｡
(31) 132)

/ト作争議件数は,農林省農務局の r/ト作調停年報Jと r小作年報｣のデータを採用 し,自/ト

作 ･小作千戸当たりに親準化 して,｢争議指数｣とした｡小作争議は,機会費用に対する農業収
(311

益が相対的に下がるほど起こりやすくなる｡農業収益を捉える変数として米反収,米価,宙価を

説明変数に加え,機会費用を捉える変数として,非農家率と兼業農家率を用いる｡

推計結果を表 7に示す｡まずパネルAの府県内の時系列変動に関する推計結果をみると,栄

注 (30) ただし,1930年代後半以降は農産物価格も持ち直し,戦時体制下で労働市場も急速に拡大するた

め,経済環境としては,携会費用的な争議は想定しやすくなる｡

(31) 農林省農務局 r小作調停年報j,各年｡

(32) 農林省息巻局 r/ト作年報J,各年｡

(33) 米価と所佃については,府県間で比較可能なデータが得られないこと,当時すでに農産物市場が

全Bl的に競合されており,府県間の価格差が大きくないと考えられることから,大川ほか r長期経

済統計8 物価｣の全国値を全府県に一律に割り当てた｡明治前期以降の電信の発運や明治中後期

の鉄道の発達により嵐内統一市場が形成され.価格の連動が進んだことについては,′ト岩借竹 r近

代日本の米穀市場]農林統計協会,2003年 ;石井寛治 rEl本流通史｣有斐閣,2003年などを参照｡
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表7 小作争謙発生の匝定効果推計 (全府県,1917-1929年)

被説明変数.小作争謙指数

パネルA:府県内 (1) (2) (3) (4) (5)

米反収

米価

ii価

非農家戸数 (%)

兼業農家戸数 (%)

非A案戸数 (%)x近隻

ダミー

非農家戸数 (鶴)×東北

ダミー

兼業農家戸数 (%)×近

鉄ダミー

兼業農家戸数 (%)×東

北ダミー

定数項

N

府県敢
R2

-0421 -0370 -0407 -0449 -0343

(0138)●仙 (0138)'t' (0138)… (0129)●叫 (o_136)叫

-0018 -0030 -0018 -0014 -0031

(0006)~' (0006)… (0006)■叫 (0006)村 (o_(x旭)̀~

I0002 -0004 -0002 -0.001 -0.(X)5

(0002) (0002)什● (0002) (0002) (0_002)- ●
0048 0051 0032
(o(x沿)叶● (0009)… (0.009)●00

0007 0019

(O脚 ) (0010)●●

0_246

(0.027)～

0005

(0.020)

-0222 1950 -0934 -1_467
(0576) (0439)… (0681)

604 609 603

47 47 47

013 008 013

0.002

(0.01I)

0220

(ooSl)…

-0010

(0.021)

1_096

(0.555)''' (0474)叫

604 609

47 47

024 011

…
…

…

…

…

嵩
叫

!

.f
㍊

州

仙

川

･:･
…

仙

州

=.:=

.i=f
∵

=･

･1
..
I
,

括弧内は横車誤差｡

I,■●,''' 10%,5%,1%水準で有意｡

パネルB 府県間 (1) (2) (3)

米反収 0592 0539 0560
(0089)'''(0092)'p' (0092)…

非農家戸数 (%) 0015 0.014
(0.002)●叫 (0002)●●■

兼業農家戸数 (%) 0.010 0005

(o_004)I.I (0003)

定数項 -1.355 -0938 -1438
(0178)N' (0.176)d ' (0185)h'

N 604 609 603

年次数 13 13 13

R2 0.20 0.09 020

括弧内は襟帯誤差｡

I,",'叫 10%,5%,1%水準で有意｡

反収は負で有意となってお り,不作の年には争議が増えることが分かる｡また,米価 と一部推計
(31)

では繭価 も負で有意となってお り,農産物価格の下落 も争議の発生要因であったと言える｡一

方,非農家戸数と兼業農家は正で有意であ り,同一府県内において労働市場が拡大すると争談も

注 (34) 西田 ｢/J､良経営の発展と小作争講｣は,農民的小商品生産の進展に高米価という条件が加わると

′ト作争譲が発生するとしている｡その論理は必ずしも明確ではないが,ここでの推酎耗巣は逆に米

価が下がると争議が発生しやすいことを示している｡
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増える傾向が確認できる｡また,年次を固定し,府県間の変動を利用したパネルBからは,府

県間で比較して反収が高く,非農家率が高い府県ほど争議も多いという結果が得られた.

これらの結果は労働市場が小作争議の要因となったことを示唆するちのの,地域ごとに労働市

場やその拡大に固有の特徴を持つ可能性がある｡労働市場変数と近畿 ･東北の地域ダミーとの交

差項を説明変数に加えた推計結果 (パネルAの推計式 (4)～(6))によれば,近畿において労働

市場の拡大が争議発生に強く影響したことがうかがえる｡これは,東北でそもそも争議件数が少

ないということ,そして労働市場がそれほど大きな拡大をみなかったことを反映していると考え

られる｡このように,地域差がみられるものの,全体的には機会費用の高まりが小作争議の発生

要因となったとする説と整合的な推計結果が得られた｡

(2)小作料の下落

以上のように,第一次大戦以来,ときどきの不況を挟みつつ労働市場は拡大した｡そのことは

農業経営の機会費用を高め,農業労働力の流出と農地需要の低下を招き,地域によっては小作争

議という摩擦を伴いつつ,小作料を下落させると考えられる｡

表8は,1921-29年を対象とした府県パネルデータに基づく田小作料水準の固定効果推計の
(35)

結果である｡小作料データは r田畑売買価格及小作料調｣を用いたO同一府県内の時系列変動を

みたとき,非農家率や兼業農家率が上がると小作料が下がる傾向が確認できる｡労働市場の拡大

が農業労働力の流出を誘発し,小作地需要を低下させた可能性が示唆される｡また,説明変数に

前年の小作争議指数を含めた推計では,その係数が負で有意であることから,小作争議が小作料

をより下落させる要因となったことが確認できる｡説明変数に前年の小作争議指数を含めた場

令,非農家率 ･兼業農家率の係数は負ではあるものの有意性を失ったが,これは労働市場変数と

小作争議指数が高く相関していることから生ずる多重共線性の影響が疑われる｡

小作料水準は地域の生産力によって異なると考えられるため,年次を固定したときの府県間の

単純な比較はできないが,参考までに表 8のパネルBの結果を確認しておこう｡まず反収につ

いては正で有意となっており,生産性が高い府県ほど小作料が高い｡労働市場変数のうち非農家

率については,それが高い府県ほど小作料が低くなることが確認でき,本稿の想定と整合的であ
(36)
る｡以上の結果をまとめると,非農家率の上昇に表される労働市場の拡大が,′ト作料を下落させ

る傾向が確認できた｡さらに,小作争議の発生も小作料下落に拍車をかけたといえる｡

府県パネルデータを用いた以上の定量分析は,労働市場の拡大が農業に与えた影響について,

これまでの歴史研究で語られてきた事例分析の一般性を,マクロな傭轍的な視点から確認できる

という利点がある｡しかしその一方で,定量的に分析することによる,次のような問題点と限界

も存在する｡第1に,労働市場の拡大の指標とした非農家率と誰某農家率についてである｡上述

のように,1922年については帝国農会調査により非農家率と農業賃金との間におおむね有意な

注 (35) 日本勧業銀行調査部 r田畑売買価格及′ト作科調 (昭和19年3月･昭和20年3月現在)j1946年D

小作料は,r長期経済統計8 物価Jの消費者物価指数を用いて実質化したo

(36) 兼業農家率の係数をみると,逆に負で有意である｡しかし,先に指摘した府県間の比較可能性の

問題があるため,兼業農家率が高い府県ほど小作料も商いという解釈はとり雄い｡
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表8 日小作料の固定効果推計 (全府県,1921-1929年)

被説明変数 田小作料

パネルA 府県内 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

米反収

非農家戸数 (%)

兼業農家戸数 (%)

前年小作争讃指数

定数項

N

府県数
R2

0002 10013 0000 0019

(0024) (0023) (0023) (0023)

-0003 -0004 -0002

(0002)' (0002)'' (0002)

-0003 -0004

(0002)● (0002)■ ●

-0.031

0005 0.016

(0.022) (0023)

-0.003

(0002)

-0003 -0003
(0002) (0002)I
-0031 -0.030

(0007)''' (0007)事●暮 (0007)'事'

0987 0980 1150 0.923 0.946 1059
(0076)巾● (0073)… (0108)''' (0075)… (007 1)榊 (0107)●叫
420 422 420 420 421 420

47 47 47 47 47 47

001 001 002 006 006 007

パネルB●冊県問 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

米反収

非農家戸数 (%)

兼業農家戸数 (%)

前年小作争議指数

定数項

N

年次数
R2

0.297 0.276 0279 0297 0287 0282

(0022)… (0021)… (0022)+'' (0023)… (0022)M ◆ (0023)…

-0001 -0002 -0001 -0001
(oooo)''+ (oooo)''' (oooo)'叫 (oooo)"

0002 0003 0003 0003
(o001)… (0001)… (0001)◆叫 (0001)…

0.000 -0016 -0003

(0009) (0009)' (000g)

0.350 0264 0.305 0.350 0246 0299

(0043)… (0041).事◆ (0044)… (0047)榊 (0.044)榊 (0048)料

420 422 420 420 421 420

9 9 9 9 9 9

032 035 034 032 034 0.34

括弧内は標準誤差｡

I,州,叫.10%.5%,1%水準で有意O

(37)
正の相関がみられることは確認しているが,賃金の府県パネルデータが得られないため,賃金動

向を直接に反映する説明変数を用いた検討はできていない｡また,兼業農家率は,(1)定義が不

明である,(2)時系列方向では専業自作化を反映する,などの問題があり,労働市場の拡大を把

握するときには間組が残る｡

第2に,小作争議の件数には小作農の機会費用の高騰とは無関係の争議が件数に計上されてお

り,小作争議要因の推計において,被説明変数にノイズが入っている｡例えば,絶対的な所得の

減少による生活防衛争議や,地主側の要因による争議も一定数混 じっていると考えられるが,こ

れらを切 り分けることは資料上困難である｡

第3に,労働市場以外の要因が,推計結果にバイアスをもたらす可能性があるO例えば,農民

注 (37) 賃金の府県パネルデータが作成できそうな資料としては農林省の r農作傭賃金統計｣があるが,

北海道,岩手,秋EEl,茨城,新潟,長野,静岡,三重,大阪,島根.広島,徳島,高知,福岡しか

データがなく,かつ1925-1938年しか時系列データが取れない｡ちなみに,r農商務省統計Jで

は,1918年までしか貯県別貸金データは掲載されていないO
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組合運動や地主の ｢温情的支配｣の衰退は,争議の発生を促すであろう｡もし,労働市場の拡大

が農民組合活動を活性化させたり,｢温情的支配｣を衰退させたりすることで,争議を多発させ

るとすれば,労働市場の拡大と争議発生の間に正の相関と因果関係を想定し得るものの,労働市

場変数の係数は機会費用の高騰以外の効果を含み,上方バイアスを帯びている可能性がある｡機

会費用の高騰が争議の発生に与えた効果のみを取 り出して識別するには,農民組合や地主の ｢温
(38)

情｣を反映する説明変数を加えればよいが,資料上の制約からそれは困難であった｡本稿の定量

分析の結果には,以上のような間選点や限界が存在することに留意が必要であるO

(3) 農業の再編 :中農標準化と自作専業化

労働市場の拡大という環境変化に対して,農業労働力の流出と農地需要の低下をみた農業部門
(39)

では,中農標準化と自作専業化のかたちで農地が再配分され,産業としての再編が進んだ｡

まず農家の経営規模について,短期的には農業労働力の流出に伴い,土地返還などによって経

営規模が縮小すると考えられる｡大農は賃金の高騰により年雇労働力の確保が困難となり,家族

労働力で成立する中農まで落屑し,中小農も塵外へ労働力をシフトする過程で経営規模を縮′トす

るであろうoLかし,このような農地需要の低下は長期的には小作料や地価の下落をもたらし,

それが十分に進めば,労働市場の賃金に対する農業の優位性も改善される｡そうすると,中長期

的には放出された小作地を集倍して規模拡大する農家も現れるであろう｡中農標準化は,このよ

うな短期的な規模縮小と,長期的な中小農の規模拡大が重層的に進行する過程である｡

農地の再配分と農業の再編は,小作地の自作地化という方向でも進行した｡農地の所有構造に

ついて,労働市場の拡大に伴い,短期的には小作地の返還による自作地率の上昇が進むと考えら

れるoLかし,長期的に地価が下がれば,農業の専業を目指す農家は,小作地を集積する規模拡

大という戦略とは別に,借入小作地を買い入れて自作地化し,農業収益効率の向上を目指すとい

う戦略をとることもできる｡これを便宜的に自作専業化と呼んでおこう｡したがって,規模拡大

という中農標準化が進めば,小作地借入によって小作地率が上がるが,自作専業化が進めば小作

地の自作化によって自作地率が上がる｡このため,農業再編の方向がどちらに進むかによって,

所有構造の変化も異なるであろう｡

結 論

本稿は,第一次大戦以降の労働市場の拡大が,農業労働力の流出や農地の再配分を通して農業

の再編に与えた影響を,府県パネルデータを用いて定量的に検証したDその結果,非農家率や兼

業農家牢によって把握された労働市場の拡大が,(1)米作付率の低下,(2)小作争議の発生,

(3)小作料の下落,を促 したことがわかった｡このことは次のように解釈できる｡労働市場の拡

注 (38) 農民組合活動を反映する系統的なデータ (例えば組合の存在や組合員数など)は1925年以降し

か得ることができないO

(39) 農業再編の一形態としての中農標準化は栗原育寿によって定式化され,須永芳新や清水洋二がこ

れを労働市場と関連づけて説明した (頻永芳顕 ｢戦前における中農標準化について｣大塚久雄他帯

r資本主義の形成と発展｣東京大学出版会,1968年 ;清水洋二 ｢中農標準化傾向と農民潅営｣椎名

重明編 rフアミT)一･ファームの比較史的研究1御茶の水書房,1987年)0
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大は農業経営の横会費用を高め,農業労働力の流出を促した｡それは同時に小作地需要を低下さ

せ,′ト作料を下方に調整する圧力となった｡しかし,農村の農地市場において,農業経営の横会

費用の高まりによる離農の誘因と,家名 ･家産 ･家業を存続させる農家規範による農業への固執

の動機の狭間で発生した,小作料調整の過程の摩擦が小作争議として表面化した｡そうした摩擦

を伴いつつ,長期的には小作料の下落をみることによって農地の再配分が進み,中農標準化や自

作専業化という農業の再編が進行したのである｡

最後に,経済発展という観点から,本稿で扱った小作争議と農業の再編を位置づけておきた

い｡経済発展の過程では一般に労働市場の急拡大が見られ,農業労働力の流出が起こる｡本稿が

対象とした期間は,おそらく日本経済が史上初めて経験した労働市場の急拡大であった｡それに

対して,小作争議が多発し,特に1920年代の争議の多くが小作料の調整を巡る摩擦であったこ

とを考えると,農地市場が円滑に機能したとは必ずしも言えない｡ただし,それは農地市場が機

能不全であったというよりは,家名 ･家産 ･家業の存続を追求する農家規範の存在が,規範を考

慮した真の機会賛用と客観的な市場的機会費用とを乗離させ,後者の騰貴にも関わらず農業や農

地へ執着させたことが,小作料調整の困難の原因となった可能性を指摘しておきたい｡むしろ,

その後長期的には中農標準化と自作専業化が進み,再編された農業の主役である中農や自作専羊

農家が高生産力であったとすれば,農地市場は有効に機能したと評価し得るのではないだろう

か｡

以上の考察は今後,比較研究によって深めることができる｡もし農家規範が小作争議の重要な

要因で,かつそれが日本に固有であるならば,海外では同様の小作争議が見られにくいはずであ

る｡さらに,日本は,第二次大戦期と1960年代の高度成長期と,二度の労働市場の急拡大をみ

ているが,その結果農業がどのように再編されたのかを本職で扱った時期と比較することによっ

て,日本農業の歴史的特徴を明らかにすることもできるだろう｡

なお,本稿では府県レベルのパネルデータを用いたことにより,全国もしくは東西日本の地域

レベルの宮本 ･ヤマムラ分析よりは,精度の細かい仮説検証が可能となった｡しかし,例えば東

北と近畿のように地域や府県の間で労働市場の事情は異なり,また同一府県内でも労働市場への
(10)

アクセスに差異がある可能性がある｡府県庁行政文書の r/ト作争識表｣を使用すれば,争議 1件

ごとの発生地,発生終息の年月日,目的や地主 ･′ト作人双方の人数 ･要求などが判明するため,

より細かい郡レベルの分析が可能となり,先にあげた本職での分析上の問題点や限界のいくつか

(被説明変数のノイズ,説明変数の農業貸金や農民組合運動)は,ある程度コントロールできる

はずである｡

注 (40) 斎藤修 r貸金と労働と生活水準一日本経済史における18-20世紀-1岩波脊店,1998年,第4

車は,郡によって労働力移動のバターンが異なることを.寄留統計を用いて検証している｡
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